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・補助金の申請をされる皆様へ・  

交付要綱や本手引きをよく確認し、十分にご理解いただいた上で、適正

に手続きを行ってください。  

 

l 契約前に補助申請を行う必要があります。契約後・着工後の申請は認

められません。  

 

l 申請は窓口でのみ受け付けており、書類に不備等がある場合は受付で

きませんので、よく確認の上、ご持参ください。  

 

l 本補助金は、居住専用住宅へ太陽光発電設備等を設置する事業が対象

です。事務所・店舗兼住宅等は原則対象外ですので、事業所用の補助

金をご活用ください。  

 

l 蓄電池単独への補助はありません。  

 

l 本補助金は固定価格買取制度（ＦＩＴ）との併用はできません。  

 

l 発電した電気の３０％以上を自家消費することが要件です。設置から

１年後に根拠資料を添えて使用状況を報告していただきますが、報告

時に自家消費率が３０％未満だった場合、補助金の返還が必要になる

ことがあります。  

 

l 交付決定後は速やかに契約・着工し、令和８年１２月３１日（木）ま

でに設置工事を完了し、令和９年１月２９日（金）までに実績報告書

を提出してください。  

 

l 補助金の交付後は、設置した補助対象設備を適正に管理してください。

また、補助事業に係る事業記録と経理を明らかにする書類は、証拠書

類（申請書類等）とともに、設備の耐用年数（１７年）を経過した年

度の末日まで保管してください。  

 

l 耐用年数を経過するまでは、補助金で設置した設備を処分することは

できません。やむを得ず処分する場合も、事前に市長の承認が必要で

す。その場合、補助金の返還が必要になることがあります。  
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１　目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　本市における 2050 年カーボンニュートラルの実現を目的とし、自ら居住する住

宅に太陽光発電設備等を設置する個人に対して、予算の範囲内で補助金を交付しま

す。 

２　申請受付期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　次の期間内に先着順で受け付け、予算額に達した時点で受付を終了します。 

受付期間：令和８年５月２２日（金）　～　令和８年１１月３０日（月） 

受付時間：午前９時～午後５時 

※　受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を締め切ります。 

※　同日の申請は、受付時刻に関わらず同着として扱います。 

※　予算上限に達した日の申請受付は、抽選により優先順位を決定します。 

３　申請方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

必要書類を、受付時間内に廿日市市役所環境共生課（廿日市市役所１階）に持参

してください。 

※　書類に不備がある場合は受理できませんので、チェックシートを活用し、漏

れの無いよう提出してください。 

４　補助対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　補助金の交付対象者となるのは、市内に住所を有する（又は市内への転入を予定

する）個人であって、自ら居住する住宅（又は居住を予定する住宅）に、補助対象

設備を新たに設置する人です。申請者と住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承

諾が必要です。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。 

（１）　市税（延滞金含む）の滞納がある者 

（２）　補助対象設備について、国等による他の補助金の交付を受けている者（同

一世帯員を含む。） 

（３）　同一年度において、本補助金の交付決定を既に受けている者 

（４）　廿日市市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）第２条第２号に規定す

る暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等である者 

（５）　補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認めら

れる者 

（６）　その他市長が適当でないと認める者 

※住宅とは戸建ての居住専用住宅を指し、店舗兼住宅、事務所兼住宅等は原則、対

象外です。（事業所用の補助金をご検討ください。） 

※居住予定の住宅に設置する場合、実績報告時点で居住し、住民票の異動が完了し

ていることが要件です。 
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５　補助対象事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

補助金の交付対象となる事業（補助事業）は、市内の自ら居住する（予定を含む）

戸建ての居住専用住宅に、次に掲げる要件を満たす太陽光発電設備等を設置する事

業です。 

（１）　エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があり、費用効率性（交付

対 象 事 業 費 を 耐 用 年 数 の 累 計 CO2 削 減 量 で 除 し た 値 ） が 25 万 円 /t-CO2

を超えないこと。 

（２）　各種法令等に遵守した設備であること。 

（３）　商用化され、導入実績がある設備であること。 

（４）　PPA・リースによる導入設備でないこと。 

（５）　耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出

削減効果について J-クレジット制度への登録を行わないこと。 

 

　補助対象設備の要件は、次に掲げるとおりです。設置予定の設備が次の要件を満

たすことを販売（施工）業者やメーカー等にも確認した上で、申請してください。 

 　 補 助 対 象 設 備 補 助 対 象 設 備 の 要 件

  
太 陽 光 発 電 設 備  
（ 自 家 消 費 型 ）

(１ )　 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル 、架 台 、パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー 及

び そ の 他 付 属 機 器 で 構 成 す る 設 備 で あ る こ と 。  

(２ )　 個 人 の 住 宅 の 屋 根 等 に 設 置 す る も の 又 は ソ ー ラ ー カ ー

ポ ー ト で あ る こ と 。 た だ し 、 建 材 一 体 型 太 陽 光 発 電 設 備 は 、

補 助 の 対 象 と し な い 。  

(３ )　 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 公 称 最 大 出 力 の 合 計 値 又 は パ ワ

ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー の 定 格 出 力 の 合 計 値 の い ず れ か 低 い 値

（ ｋ Ｗ 表 示 の 小 数 点 以 下 切 捨 て ）が １ ｋ Ｗ 以 上 １ ０ ｋ Ｗ 未 満

の 設 備 で あ る こ と 。  

(４ )　 既 存 設 備 増 設 の 場 合 は 、既 存 設 備 分 を 含 め た 増 設 後 の 設

備 が 上 記 (３ )を 満 た し て い る こ と 。ま た 、モ ジ ュ ー ル 増 設 の

場 合 は 、パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー も 交 換 又 は 増 設 し て い る こ

と 。  

(５ )　 未 使 用 品 で あ り 、メ ー カ ー の 保 守 サ ポ ー ト を 受 け ら れ る

こ と 。  

(６ )　 本 事 業 に よ り 導 入 す る 太 陽 光 発 電 設 備 で 発 電 し て 消 費

し た 電 力 量 を 、 当 該 再 エ ネ 発 電 設 備 で 発 電 す る 電 力 量 の

30％ 以 上 と す る こ と 。  

(７ )　 本 事 業 に よ っ て 得 ら れ る 環 境 価 値 の う ち 、需 要 家 に 供 給

を 行 っ た 電 力 量 に 紐 付 く 環 境 価 値 を 需 要 家 に 帰 属 さ せ る も

の で あ る こ と 。た だ し 、離 島 等 供 給 約 款 に お い て 、再 エ ネ 供

給 に 係 る 定 め が な い 場 合 、１ 時 間 ご と の 再 エ ネ 発 電 量 の 実 績
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 と 需 要 量 の 実 績 を 把 握・管 理 し 、再 エ ネ 電 力 供 給 と 民 生 電 力

需 要 を 実 質 的 に 紐 付 け る こ と 等 に よ り 、前 段 の 環 境 価 値 の 帰

属 に 係 る 要 件 を 満 た し て い る と 見 な す も の と す る 。  

(８ )　 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 特 別 措

置 法 （ 平 成 23 年 法 律 第 108 号 。 以 下 「 再 エ ネ 特 措 法 」 と

い う 。）に 基 づ く Ｆ Ｉ Ｔ 制 度 又 は Ｆ Ｉ Ｐ 制 度 の 認 定 を 取 得 し

な い 設 備 で あ る こ と 。  

(９ )　 電 気 事 業 法 （ 昭 和 39 年 法 律 第 170 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項

第 ５ 号 ロ に 定 め る 接 続 供 給（ 自 己 託 送 ）を 行 わ な い 設 備 で あ

る こ と 。  

(１ ０ )　 再 エ ネ 特 措 法 に 基 づ く 「 事 業 計 画 策 定 ガ イ ド ラ イ ン

（ 太 陽 光 発 電 ）」（ 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 ）及 び「 説 明 会 及 び 事

前 周 知 措 置 実 施 ガ イ ド ラ イ ン 」（ 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 ）に 定 め

る 遵 守 事 項 に 準 拠 し て 事 業 を 行 う こ と（ た だ し 、専 ら Ｆ Ｉ Ｔ

の 認 定 を 受 け た 者 に 対 す る も の を 除 く 。 ） 。  

特 に 、 次 の ア ～ ケ を す べ て 遵 守 し て い る こ と を 確 認 す る

こ と 。  

ア  地 域 住 民 や 地 域 の 自 治 体 と 適 切 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

を 図 る と と も に 、 地 域 住 民 に 十 分 配 慮 し て 事 業 を 実 施 す

る よ う 努 め る こ と 。  

イ  関 係 法 令 及 び 条 例 の 規 定 に 従 い 、土 地 開 発 等 の 設 計・施

工 を 行 う こ と 。  

ウ  防 災 、環 境 保 全 、景 観 保 全 を 考 慮 し 交 付 対 象 設 備 の 設 計

を 行 う よ う 努 め る こ と 。  

エ  一 の 場 所 に お い て 、設 備 を 複 数 の 設 備 に 分 割 し た も の で

な い こ と 。 詳 細 は 「 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 事 業 計 画 に

お け る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 設 置 場 所 に つ い

て 」（ 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 省 エ ネ ル ギ ー・新 エ ネ ル ギ ー 部 新

エ ネ ル ギ ー 課 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 推 進 室 ）を 参 照 の こ と 。 

オ  電 気 事 業 法 の 規 定 に 基 づ く 技 術 基 準 適 合 義 務 、 立 入 検

査 、 報 告 徴 収 に 対 す る 資 料 の 提 出 に 対 応 す る た め 、 発 電

設 備 の 設 計 図 書 や 竣 工 試 験 デ ー タ を 含 む 完 成 図 書 を 作 成

し 、 適 切 な 方 法 で 管 理 及 び 保 存 す る こ と 。  

カ  設 備 の 設 置 後 、適 切 な 保 守 点 検 及 び 維 持 管 理 を 実 施 す る

こ と 。  

キ  接 続 契 約 を 締 結 し て い る 一 般 送 配 電 事 業 者 又 は 特 定 送

配 電 事 業 者 か ら 国 が 定 め る 出 力 制 御 の 指 針 に 基 づ い た 出

力 制 御 の 要 請 を 受 け た と き は 、 適 切 な 方 法 に よ り 協 力 す
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 る こ と 。  

ク  防 災 、環 境 保 全 、景 観 保 全 の 観 点 か ら 計 画 段 階 で 予 期 し

な か っ た 問 題 が 生 じ た 場 合 、 適 切 な 対 策 を 講 じ 、 災 害 防

止 や 自 然 破 壊 、 近 隣 へ の 配 慮 を 行 う よ う 努 め る こ と 。  

ケ  交 付 対 象 設 備 を 処 分 す る 際 は 、関 係 法 令（ 立 地 す る 自 治

体 の 条 例 を 含 む 。） の 規 定 を 遵 守 す る こ と 。  

(11)　 ソ ー ラ ー カ ー ポ ー ト を 導 入 す る 場 合 、 太 陽 光 発 電 モ ジ

ュ ー ル と そ の 他 の 部 分（架 台 等 ）は 同 一 の 者 が 導 入 す る こ と 。

な お 、ソ ー ラ ー カ ー ポ ー ト の 基 礎 は 、カ ー ポ ー ト の 柱 を 地 面

に 固 定 す る た め の 部 分 に 限 る 。

  
定 置 用 リ チ ウ ム イ オ ン

蓄 電 シ ス テ ム  
（ 蓄 電 池 ）

(１ )　 壁 又 は 床 に 固 定 す る シ ス テ ム で あ る こ と 。  

(２ )　 補 助 対 象 事 業 に よ り 導 入 す る 太 陽 光 発 電 設 備（ 自 家 消 費

型 ） の 付 帯 設 備 で あ る こ と 。  

(３ )　 １ ｋ Ｗ ｈ あ た り の 価 格 が 1２ 万 ５ 千 円（ 工 事 費 込 み 、消

費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 く 。）以 下 の 蓄 電 シ ス テ ム と な る よ

う 努 め る こ と 。  

(４ )　 原 則 と し て 太 陽 光 発 電 設 備（ 自 家 消 費 型 ）に よ り 発 電 し

た 電 気 を 蓄 電 す る も の で あ り 、停 電 時 の み に 利 用 す る 非 常 用

予 備 電 源 で は な く 、平 時 に お い て も 充 放 電 を 繰 り 返 す こ と を

前 提 と し た 設 備 で あ る こ と 。  

(５ )　 未 使 用 品 で あ り 、 メ ー カ ー の サ ポ ー ト を 受 け ら れ る こ

と 。  

(６ )　 家 庭 用 蓄 電 池（ 4,800Ａ ｈ・セ ル 相 当 の kＷ h 未 満 ）で 、

次 の ア ～ カ の 全 て を 満 た す こ と 。  

ア 　 蓄 電 池 パ ッ ケ ー ジ  

蓄 電 池 部 （ 初 期 実 効 容 量 1.0ｋ Ｗ ｈ 以 上 ） と パ ワ ー コ ン デ

ィ シ ョ ナ ー 等 の 電 力 変 換 装 置 か ら 構 成 さ れ る シ ス テ ム で あ

り 、 蓄 電 シ ス テ ム 本 体 機 器 を 含 む シ ス テ ム 全 体 を 一 つ の パ

ッ ケ ー ジ と し て 取 り 扱 う も の で あ る こ と 。  

※ 初 期 実 効 容 量 は 、 JIS C 4413 で 定 義 さ れ た 初 期 実 効 容

量 の う ち 、 計 算 値 と 計 測 値 の い ず れ か 低 い 方 を 適 用 す る 。  

※ シ ス テ ム 全 体 を 統 合 し て 管 理 す る た め の 番 号 が 付 与 さ れ

て い る こ と 。  

イ 　 性 能 表 示 基 準  

　 初 期 実 効 容 量 、定 格 出 力 、出 力 可 能 時 間 、保 有 期 間 、廃 棄 方

法 、ア フ タ ー サ ー ビ ス 等 に つ い て 、所 定 の 表 示 が な さ れ て い

る こ と 。 所 定 の 表 示 は 次 の も の を い う 。  

（ ア ） 初 期 実 効 容 量  
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 製 造 業 者 が 指 定 す る 、 工 場 出 荷 時 の 蓄 電 シ ス テ ム の 放

電 時 に 供 給 可 能 な 交 流 側 の 出 力 容 量 の こ と 。 使 用 者 が 独

自 に 指 定 で き な い 領 域 は 含 ま な い 。 （ 算 出 方 法 に つ い て

は 、 JIS C 4413 を 参 照 す る こ と ）  

（ イ ） 定 格 出 力  

定 格 出 力 と は 、 蓄 電 シ ス テ ム が 連 続 し て 出 力 を 維 持 で

き る 製 造 事 業 者 が 指 定 す る 最 大 出 力 と す る 。 定 格 出 力 の

単 位 は Ｗ 、 ｋ Ｗ 、 Ｍ Ｗ の い ず れ か と す る 。  

（ ウ ） 保 有 期 間  

法 定 耐 用 年 数 の 期 間 、 適 正 な 管 理 ・ 運 用 を 図 る こ と 。  

（ エ ） 廃 棄 方 法  

使 用 済 み 蓄 電 池 を 適 切 に 廃 棄 、 又 は 回 収 す る 方 法 に つ

い て 登 録 対 象 機 器 の 添 付 書 類 に 明 記 さ れ て い る こ と 。 蓄

電 池 部 分 が 分 離 さ れ る も の に つ い て は 、 蓄 電 池 部 の 添 付

書 類 に 明 記 さ れ て い る こ と 。  

【 表 示 例 】 「 使 用 済 み 蓄 電 池 の 廃 棄 に 関 し て は 、 当 社 担

当 窓 口 へ ご 連 絡 く だ さ い 」  

（ オ ） ア フ タ ー サ ー ビ ス  

国 内 の ア フ タ ー サ ー ビ ス 窓 口 の 連 絡 先 に つ い て 、 登 録

対 象 機 器 の 添 付 書 類 に 明 記 さ れ て い る こ と 。  

ウ 　 蓄 電 池 部 安 全 基 準  

JIS C8715－ ２ 又 は IEC62619 の 規 格 を 満 足 す る こ

と 。  

エ 　 蓄 電 シ ス テ ム 部 安 全 基 準（リ チ ウ ム イ オ ン 蓄 電 池 　 部 を 使

用 し た シ ス テ ム の み ）  

JIS C 4412 の 規 格 を 満 足 す る こ と 。た だ し 、電 気 製

品 認 証 協 議 会 が 定 め る JIS C 4412 適 用 の 猶 予 期 間 中

は 、 JIS C4412-1 若 し く は JIS C4412-2※ の 規 格 も

可 と す る 。  

※ JIS C4412-2 に お け る 要 求 事 項 の 解 釈 等 は 「 電 気 用

品 の 技 術 基 準 の 解 釈 　 別 表 第 八 」 に 準 拠 す る こ と 。  

オ 　 震 災 対 策 基 準（リ チ ウ ム イ オ ン 蓄 電 池 部 を 使 用 し た 蓄 電 シ

ス テ ム の み ）  

蓄 電 容 量 10ｋ Ｗ ｈ 未 満 の 蓄 電 池 は 、第 三 者 認 証 機 関 の 製

品 審 査 に よ り 、 「 蓄 電 シ ス テ ム の 震 災 対 策 基 準 」 の 製 品 審

査 に 合 格 し た も の で あ る こ と 。  

※ 第 三 者 認 証 機 関 は 、 電 気 用 品 安 全 法 国 内 登 録 検 査 機 関

で あ る こ と 、 か つ 、 Ｉ Ｅ Ｃ Ｅ Ｅ － Ｃ Ｂ 制 度 に 基 づ く 国 内 認
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補 助 対 象 設 備 補 助 対 象 設 備 の 要 件

 証 機 関 (Ｎ Ｃ Ｂ )で あ る こ と 。  

カ 　 保 証 期 間  

メ ー カ ー 保 証 及 び サ イ ク ル 試 験 に よ る 性 能 の 双 方 が 10

年 以 上 の 蓄 電 シ ス テ ム で あ る こ と 。  

※ 蓄 電 シ ス テ ム の 製 造 を 製 造 事 業 者 に 委 託 し 、 自 社 の 製 品

と し て 販 売 す る 事 業 者 も 含 む 。  

※ 当 該 機 器 製 造 事 業 者 以 外 の 保 証 （ 販 売 店 保 証 等 ） は 含 め

な い 。  

※ メ ー カ ー 保 証 期 間 内 の 補 償 費 用 は 無 償 で あ る こ と を 条 件

と す る 。  

※ 蓄 電 容 量 は 、 単 電 池 の 定 格 容 量 、 単 電 池 の 公 称 電 圧 及 び

使 用 す る 単 電 池 の 数 の 積 で 算 出 さ れ る 蓄 電 池 部 の 容 量 と す

る 。  

※ JIS C 4413 で 定 義 さ れ た 初 期 実 効 容 量 （ 計 算 値 と 計 測

値 の い ず れ か 低 い 方 ） が 1.0ｋ Ｗ ｈ 未 満 の 蓄 電 シ ス テ ム は

対 象 外 と す る 。

【周辺環境への配慮のお願い】 

補助対象設備によっては、低周波音を含む騒音や振動が発生し、周辺の生活環

境に影響を及ぼす可能性があります。補助対象設備を設置する際には、事前に販

売業者や設置業者とよく相談した上で、周辺への影響を未然に防止するよう十分

な配慮をお願いします。
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６　補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

補助対象となるのは、次に掲げる経費です。消費税及び振込手数料は対象外です。 

 

 

７　補助金の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

補助金の額は、次の表の掲げる補助金の額又は上限額のうち、低い方の金額です。

1,000 円未満の端数は切リ捨てます。対象設備が割引を受けている場合は、割引後

の価格を補助対象経費とします。 

 

※　定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）は、太陽光発電（自家消費型）と

セットで申請することができます。蓄電池単独への補助はありません。 

 

※　太陽光発電の補助上限額は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値または

パワーコンディショナーの定格容量の合計値のいずれか低い値（小数点以下切捨て）

に70,000円を乗じて計算します。 

 

※ 　定置用 リチウ ムイオ ン蓄電シス テム（ 蓄電池 ）は、１ｋ Ｗｈ あたりの 価格が12

万５千円（工事費込み・税抜）以下となるよう努めてください。やむを得ず12万5

千円を超える場合は、「蓄電システム価格に関する誓約書」を提出してください。 

 

※　既設のカーポートの上に太陽光発電設備を設置する場合、ソーラーカーポートで

はなく、屋根等への設置として扱います。補助額の算定に注意してください。 

 補助対象設備 補助率 補助上限額

 

太陽光発電設備 
（自家消費型）

屋根等（ 既 設 カ ー ポ ー

ト 含 む ）への設置

補助対象経費の

１０／１０

70,000円/kW 
※ ｋ Ｗ は 小 数 点  

以 下 切 捨 て

 
ソーラーカーポート

補 助 対 象 経 費 の

１／３
－

 
定置用リチウムイオン蓄電システム 
（蓄電池）

補助対象経費の

１／３

50,000円/kWh 
※ ｋ Ｗ ｈ は 小 数 点  
第 ２ 位 以 下 切 捨 て

 補助対象設備 補助対象経費

 

太陽光発電設備 
（自家消費型）

(1) 設 備 購 入 費 （ 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル 、 ソ ー ラ ー カ ー ポ ー
ト 、 カ ー ポ ー ト （ 太 陽 光 発 電 設 備 の 土 台 と し て 最 低 限 の
役 割 を 果 た す も の に 限 る ）、パ ワ ー コ ン デ ィ ショ ナ ー 等 ）  

(2) 設 置 工 事 費 （ 電 気 工 事 、 安 全 対 策 等 の 経 費 及 び 配 線 、
配 線 器 具 の 購 入 費 等 を 含む 。 ）

 
定 置 用 リ チ ウ ム イ オ
ン蓄電システム 
（蓄電池）

(1) 設 備 購 入 費 （ 蓄 電 池 本 体 、 電 力 変 換 装 置 等 ）  
(2) 設 置 工 事 費 （ 電 気 工 事 、 安 全 対 策 等 の 経 費 及 び 配 線 、

配 線 器 具 の 購 入 費 等 を 含む 。 ）
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補助金額の計算例  

 
 
 
 
 
 
 
 

【補助上限額】 

出力：①と②の低い方＝６.５ｋW 

⇒６ｋW（ 小 数 点 以 下 切 捨 ） ×７０,０００円＝４２０,０００円 

 

【補助率】　 

　③×10／10＝１,５００,０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助上限額】  

①６.８ｋWｈ（ 小 数 第 ２ 位 以 下 切 捨 ） ×５０,０００円=３４０,０００円 

 

【補助率】 

②×1／3＝３３３,３３３…円⇒３３３,０００円（ 千 円 未 満 切 捨 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【太陽光発電設備】 

① 　 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 公 称 最 大 出 力 　 ７ .５ ｋ W 

② 　 パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー の 定 格 出 力 　 ６ .５ ｋ W　 　  

③ 　 補 助 対 象 経 費 　 1,500,000 円 　  

【蓄電池】 

① 　 蓄 電 容 量 　 6.85ｋ Wｈ 　  

② 　 補 助 対 象 経 費 　 1,000,000 円

補助金額は、【補助上限額】と【補助率】の低い方＝４２０,０００円

補助金額は、【補助上限額】と【補助率】の低い方＝３３３,０００円
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８　申請の流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 

①～②　交付申請　 【 必 要 書 類 は 12 ペ ー ジ 】  

　契約前に交付申請が必要です。経済性の観点から、可能な限り複数者から見積を

取り、その中で最低価格を提示した業者を選定してください。　 

 

③　補助金の交付決定　  

　申請書類の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、「交付決定通知書（別記

様式第４号）」により通知しま す。審査に は約 1 か月（書類の修正が生 じた場合 は

それ以上）を要しますので、余裕をもって申請してください。 

 

 
申請者 廿日市市

 

変 更 が あ る 場 合

※ 契 約 ・ 着 工 後 に 変 更 が  
必 用 に な っ た 場 合 は 、  
事 業 を 中 断 し 、 必 ず 市  
に 相 談 し て く だ さ い 。

②交付申請  
（工事契約前）  

⑧実績報告  
（ 完 了 後 30 日 以 内 ・  
　 1 月 末 日 最 終 締 切 ）

⑥工事契約

⑪ 消 費 電 力 量 等 報 告  
(設 置 か ら 1 年 後 )

⑩ 振 込

④変更申請  
（ 契 約 前 ）

変 更 が あ る 場 合

工 事 完 了 後

変 更 が な い 場 合

⑦ 着 工

⑨審査・補助金額確定

①見積徴取

③審査・  
交付決定

⑤審査・  
変更承認
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④～⑤　変更・中止　  

補助金の交付決定後、導入設備や経費等の変更を行う場合は、必ず契約前に市に

相談してください。変更承認申請書の提出が必要となる場合があります。特別な事

由により補助事業の実施が困難となった場合は、市へ相談の上、事業の中止を申請

してください。 

※ 当 初 の 交 付 決 定 額 を 超 え て 補 助 金 を 交 付 す る こ と は で き ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。 

※ 契 約 後 の 変 更 申 請 は 、原 則 認 め ら れ ま せ ん 。契 約 後 に 変 更 が 必 要 に なっ た 場 合 は 、事

業 を 中 断 し 、 必 ず 市 に 相 談 し て く だ さ い 。  

※ 交 付 決 定 後 は 速 や か に 契 約・着 工 し 、期 限 に 余 裕 を 持 っ た 事 業 完 了 に 務 め て く だ さ い 。

や む を 得 ず 事 業 を 中 止 す る 場 合 は 、 速 や か に 中 止 承 認 申 請 書 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

⑥～⑦　補助事業の実施　  

工事の契約は、交付決定日以降に行ってください。工事に当たっては、交付要件

を確認の上、各種法令を遵守して実施するよう業者に指示をしてください。また、

補助事業を確実に完了させるため、令和８年１２月３１日までに工事を完了してく

ださい。工事の完了が遅れる可能性がある場合は、早めに市に相談してください。 

 

⑧　実績報告　 【 必 要 書 類 は 14 ペ ー ジ 】  

完了後 30 日以内又は 1 月末日のいずれか早い日までに実績報告を行ってくださ

い。期日までに報告がない場合、補助金をお支払いできません。実績報告書類の提

出は、窓口への持参又は郵送での提出も可能です（当日消印有効）。 

 

⑨～⑩　完了審査、補助金の振込　  

実績報告書類の審査を行い、補助金の額を確定したときは、「廿日市市住宅用太陽

光発電設備等導入促進補助金額確定通知書（別記様式第 10 号）」により通知します。 

確定通知日から３０日以内に、交付申請時に提出された口座振替依頼書に記載の

口座に振込みます。振込日の指定はできません。 

 

⑪　消費電力量等の報告　  

　補 助の要件で ある自家消費 率 30％の達成を 確認するた め、設備 の設置から１ 年

後に 1 年間 の電気使用量の 報告を行ってください。報告期限は令和 10 年３月 31

日ま でです。自 家消費率 30％を 達成できない 場合や報告 がない場 合、補助金の 返

還を求める場合があります。 
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９　必要書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）交付申請  

 

 

 

 

（★）　交付申請時チェックシート 

（ア）　交付申請書（様式第１号） 

（イ）　事業計画書（様式第２号） 

（ウ）　誓約書兼同意書（様式第３号） 

（エ）　蓄電システム価格に関する誓約書 

（ 蓄 電 池 価 格 が 12 万 5 千 円 ／ kWh（ 工 事 費 込 み ・ 税 抜 ） を 超 え る 場 合 ）  

（オ）　市税（延滞金を含む。）の滞納がない証明書 

　　　　※ 交 付 か ら ３ か月 以 内 の 原 本 を 提 出 し て く だ さ い 。  

（カ）　申請者の世帯全員の住民票の写し 

※ 交 付 か ら ３ か 月 以 内 の 原 本 を 提 出 し て く だ さ い 。  

　　　　※ 個 人 番 号 （ マイ ナ ン バ ー ） が 入 っ て い な い も の を 取 得 し て く だ さ い 。  

書類作成時の注意  

 

■ 　 申 請 書 類 に 不 備 ・ 不 足 の あ る 場 合 は 受 理 で き ま せ ん 。 申 請 者 の 責 任 に お

い て 必 要 書 類 を 揃 え て く だ さ い 。  

■ 　 申 請 書 類 は 、 パ ソ コ ン 入 力 又 は 黒 色 の ボ ー ル ペ ン で 丁 寧 に 記 入 し て く だ

さ い 。 消 え る ボ ー ル ペ ン や 鉛 筆 の 使 用 は 不 可 で す 。  

■ 　 申 請 書 類 に 押 印 す る 印 鑑 は 、 全 て 同 一 の も の を 使 用 し て く だ さ い 。  

■ 　 申 請 書 類 の 訂 正 に は 、 修 正 テ ー プ や 修 正 液 は 使 用 で き ま せ ん 。 二 重 線 で

訂 正 し 、 訂 正 印 を 押 し て く だ さ い 。  

■ 　 見 積 書 ・ 契 約 書 ・ 領 収 書 に 記 載 の 氏 名 は す べ て 、 申 請 者 本 人 の 氏 名 （ フ

ル ネ ー ム ） と 一 致 し て い な け れ ば い け ま せ ん 。 氏 名 の 不 一 致 や 、 名 字 の み

の 記 載 と な ら な い よ う 、 書 類 を 作 成 す る 販 売 （ 施 工 ） 業 者 に 依 頼 し て く だ

さ い 。  

■ 　 割 引 が あ る 場 合 、 ど の 経 費 か ら 何 円 割 り 引 か れ る の か を 明 記 し て も ら っ

て く だ さ い 。  
■ 　 申 請 関 係 書 類 は 返 却 し ま せ ん 。 必 ず 、 事 前 に コ ピ ー を 取 り 保 管 を し て く

だ さ い 。  

■ 　 補 助 事 業 に 係 る 収 入 、 支 出 に つ い て の 証 拠 書 類 （ 申 請 書 類 等 ） は 、  

設 備 の 耐 用 年 数（ 17 年 ）を 経 過 す る 年 度 の 末 日 ま で 必 ず 保 管 し て く だ さ い 。

工事契 約の 概ね１か 月前ま でに、 次の書 類を提 出してく ださ い。交付 申請

をする前に工事契約した場合は、補助金の交付を受けることができません。
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（キ）　見積書の写し及びその内訳書 

　 　 　 　 ※ 申 請 時 に 有 効 期 間 内 で あ る こ と 。  

　 　 　 　 ※ 経 済 性 の 観 点 か ら 、可 能 な 限 り 複 数 者 か ら 見 積 を 取 り 、そ の 中で 最 低 価 格 を

提 示 し た 業 者 を 選 定 し て く だ さ い 。  

（ク）　カタログ又は仕様書の写し 

　 　 　 　 ※ 補 助 対 象 設 備 の 型 番 、出 力 、 容 量 な ど が 確 認 で き る こ と 。  

　 　 　 　 ※ 該 当 す る 箇 所 に マ ー カー で 色 付 け す る こ と 。  

（ケ）　直近 1 年間の使用電力量が分かる書類 

（コ）　ソーラーカーポート仕様確認チェックシート （ ｿｰﾗｰｶｰﾎﾟｰﾄを 設 置 す る 場 合 ）  

（サ）　蓄電池仕様確認チェックシート （ 蓄 電 池 を 設 置 す る 場 合 ）  

（シ）　補助対象設備設置予定図 

※ 平 面 図 、 機 器 配 置 図 、 シ ス テ ム 系 統 図 又 は 単 線 結 線 図  

（ス）　補助対象設備設置前の現況カラー写真 

　　　 　 ※ 写 真 は 画 質 が 鮮 明 な も の と し 、 Ａ ４ 用 紙 に 印 刷 し て 提 出 して く だ さ い 。  

 

 

 

（セ）　設置する住宅の周辺地図 

（ソ）　口座振替依頼書（ 市 に 口 座 登 録 が な い 方 ）  

　　　　※ 指 定 す る 金 融 機 関 口 座 は 、 原 則 、 申 請 者 本 人 名 義 の も の に 限 り ま す。  

（タ）　承諾書 

※ 住 宅 の 所 有 者 と 申 請 者 が 異 な る 場 合 、共 有 名 義 の 場 合 に 提 出 し て く だ さ い 。 

（チ）　委任状（ 申 請 書 類 の 提 出 を 代 理 人 に 依 頼 す る 場 合 ）  

 

その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。 

 

 

 

 

 

 

■ 　 設 置 を 予 定 す る 場 所 （ 屋 根 、 壁 面 等 ） の 写 真  

■ 　 設 置 を 予 定 す る 住 宅 の 全 景 写 真  

【新築中などで設置する住所と現住所が異なる場合】 

■ 　 交 付 申 請 時 は （カ ）住 民 票 の 提 出 は 不 要 で す 。住 民 票 の 代 わ り に 、

氏 名・現 住 所 を 確 認 で き る 本 人 確 認 書 類（ 免 許 証 等 、マ イ ナ ン バ ー カ

ー ド 以 外 の も の ） の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

■ 　 申 請 時 の 居 住 地 が 廿 日 市 市 外 の 場 合 は 、（ オ ） 滞 納 が な い 証 明 の 提

出 は 不 要 で す 。  
■ 　 実 績 報 告 時 に（オ ）及 び（カ ）の 書 類 の 提 出 が 必 要 で す の で 、そ れ  

ま で に 転 入 ・ 転 居 を 済 ま せ 住 民 票 を 異 動 し て く だ さ い 。
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（２）実績報告　  

 

 

 

 

（★）　実績報告時チェックシート 

（ア）　実績報告書（様式第８号） 

（イ）　事業実績書（様式第９号） 

（ウ）　契約書などの写し 

※ 契 約 年 月 日 、 契 約 者 名 、 事 業 者 名 、 金 額 、 契 約 内 容 が 記 載 さ れ て い る こ と  

※ 契 約 者 と 事 業 者 の 押 印 が あ り 、 収 入 印 紙 が 貼 ら れ て い る こ と  

（エ）　領収書の写し 

※ 領 収 年 月 日 、 債 権 者 名 、 支 払 者 名 、 金 額 、 支 払 内 容 が 記 載 さ れ て い る こ と  

※ 領 収 者 の 押 印 が あ る こ と  

※ 領 収 書 に は 補 助 事 業 と 関 係 の 無 い も の を 含 ま な い よ う に 発 行 し て も ら っ て

く だ さ い 。 難 し い 場 合 は 、 領 収 書 に 補 助 対 象 事 業 分 の 金 額 を 明 記 し て も ら っ

て く だ さ い 。  

（エ）　明細書等の写し 

※ 設 備 購 入 費 及 び 工 事 費 の 内 訳 が 確 認 で き る こ と  

（オ）　保証書等の写し 

※販売店ではなく、メーカーが発行したもの 

（カ）　補助対象設備の実際の設置図 

※平面図、機器配置図、システム系統図又は単線結線図 

（キ）　補助対象設備設置後の現況カラー写真 

　　　　※ 写 真 は 画 質 が鮮 明 な も の と し 、 Ａ ４ 用 紙 に 印 刷 し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

※ 比 較 し や す い よ う 、 交 付 申 請 時 の 写 真 と 角 度 を 揃 え て 撮 影 し て く だ さ い 。  

　 　 　 　 ※ 太 陽 光 パ ネ ル は 設 置 枚 数 が 数 え ら れ る よ う に 、蓄 電 池・パ ワ コ ンは 設 置 場 所

が 分 か る よ う に 機 器 周 辺 も 含 め て 撮 影 し て く だ さ い 。  

※ 型 式 番 号 は 設 置 完 了 後 だ と 写 真 が 撮 り に く く な る こ と が あ り ま す の で 、 設

置 完 了 前 に 忘 れ な い よ う 撮 影 し て お い て く だ さ い 。  

※ 太 陽 光 パ ネ ル に つ い て は 、箱 の シ ー ル の 写 真（ 枚 数 分 ）や 出 力 対 比 表 な ど 、

型 番・枚 数・設 置 場 所 又 は 申 請 者 氏 名 等 が 確 認 で き る も の で も 可 と し ま す 。 

 

（ク）　ＦＩＴの認定を受けていないことがわかる書類 

　　　　※系統連系申し込みの控えなど 

■　補助対象設備の全景写真 

■　補助対象設備の製造業者名及び型式番号が確認できる写真 

■　補助対象設備を設置した箇所の写真 

■　補助対象設備を設置した住宅の全景写真 

事業完了から３０日又は令和９年１月末日のいずれか早い日までに、窓口へ持参又は

郵送により次の書類を提出してください。※締切厳守（ 郵 送 の 場 合 は 当 日 消 印 有 効 ）



１５ 

（ケ）　建築基準法第７条第５項に定める検査済証 

（ 建築基準法第 6 条第１項に該当するソ ー ラ ー カ ー ポ ー ト を 導 入 す る 場 合 ） 

　　　　 

＝＝　以下、交付申請時未入居だった場合のみ　＝＝ 

（コ）　市税（延滞金を含む。）の滞納がない証明書 

※交付から３か月以内の原本 

（サ）　申請者の世帯全員の住民票の写し 

※交付から３か月以内の原本 

　　　　　　※個人番号（マイナンバー）が記載されていないもの 

（シ）　口座振替依頼書 

　　　　　　指定する金融機関口座は、原則、申請者本人名義のものに限ります。 

 

その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。 

 

 

１１　補助金の交付を受けた後の注意点　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）自家消費率の報告  

自家消費率の実績確認のため、補助対象設備を設置した翌月から１年間の電気使

用量等について報告が必要です。額確定通知書に同封する報告書に根拠資料（モニ

ターの写真、電力会社からの通知はがきの写し等）を添えて提出してください。 

　自 家消費率 30％を 達成できな い場合や報告 がない場合 、補助金 の返還を求め る

場合がありますので、過度な設置とならないよう注意し、必ず期限までに報告して

ください。 

 

（２）補助金で取得した財産等の管理  

補助金の交付を受け取得した設備は、耐用年数を経過するまで適正に管理してく

ださい。また、市長の承認なく、処分（補助金の目的に反する使用、譲渡、交換、

貸付、廃棄又は担保に供すること）はできません。やむを得ず処分する場合は、必

ず市に相談し、事前に承認を得た上で処分してください。 

 

 

 

 

※耐用年数を経過するまでの間に処分する場合、補助金の返還を求めます。 

※補助事業に係る事業記録と経理を明らかにする書類は、証拠書類（申請書類等）

とともに、事業完了から耐用年数経過した年度の末日まで保管してください。 

※廿日市市補助金交付規則第２３条の規定により、市が必要に応じて設備の状況調

査を行う場合があります。

 補助対象設備 処分制限期間

 太陽光発電設備（自家消費型） １７年

 定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池） ６年


